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（１）現状と課題
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部活動の改革について、文部科学省では、中央教育審議会答申及び国会での附帯決議も踏まえ、令和２年９月

に、「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」を示しました。この中で、令和５年度以降、休日の部

活動の段階的な地域移行を図るとともに、休日の部活動の指導を望まない教師が部活動の指導に従事しないこと

とする方針を示しています。

また、令和４年度に、スポーツ庁と文化庁にそれぞれ設置された地域移行に関する検討会議において、少子化

の中、将来にわたり我が国の子供たちがスポーツや文化芸術に継続して親しむことができる機会の確保に向けて

の提言が示されました。

さらに、国において、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン

（案）」が公表され、学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備に関する方向性が示さ

れています。

熊本市においても、少子化とともに部活動へ加入する子どもが減少しており、学校部活動を従前と同様の体制

で運営することが難しくなってきています。この部活動改革により、現在部活動に所属していない児童・生徒も

含め、子どもたちが多様な運動や文化芸術活動に親しむことができる環境を更に充実させるとともに、教職員の

働き方改革を推進し、持続可能な運営主体のあり方や地域社会との役割分担、指導者の確保等を検討する必要が

あります。



（２）目的・諮問事項等
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【目的】

本市の現状と課題を踏まえ、市立学校の部活動について、子どもの多様な体験の機会を確保するとともに、持

続可能な運営を図るため、必要な事項を審議するものです。

本検討委員会は、熊本市附属機関設置条例に基づき、熊本市の部活動改革に関し、教育長からの諮問事項につ

いて、必要な事項を審議する教育委員会の附属機関になります。

【諮問事項】

市立学校の部活動において、持続可能な運営主体のあり方や地域社会との役割分担、指導者確保等のために必

要な事項について

【検討事項（案）】

①部活動の持続可能な運営主体のあり方について

②地域社会との役割分担や指導者の確保について

③地域移行に伴う経済的負担のあり方について

④その他（大会・コンクール及び小学校・高等学校の部活動についてなど）
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（１）熊本市：公立中学校の数と生徒数の推移
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令和元年度に18,932人（平成２２年度比較：1,681人【8.2％】減）まで減少しましたが、ほぼ横ばいの状況で
す。
（平成２２年の生徒数等の増は、植木町及び城南町との合併に伴うもの）
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（２）熊本市：少子化・人口減少の加速化

8出典：日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）国立社会保障・人口問題研究所
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日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）の平成３０（2018）年推計では、１０～１４歳、
2045年度には29,973人となっており、2015年（H27年）と比較すると5,300人【15％】減少していく推計と
なっています。
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（３）熊本市：１中学校当たりの運動・文化部活動の設置数
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運動部活動数は、令和４年度467部（平成３０年度比較：18部減少）となっていますが、文化部活動数は年度に
よって増減があります。
１学校当たり運動部活動についても、年々減少傾向にあります。



（４）熊本市：運動・文化部当たりの参加人数（中学生）
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運動部活動への参加人数は、令和４年度9,952人（平成３０年度比較：936人【8.6％】減）となっています。
文化部活動への参加人数も、令和４年度2,816人（平成３０年度比較：141人【4.8％】減）となっています。
１文化部当たりの参加人数は、令和４年度25.8人（平成３０年度比較：6.7人減）となっています。



（５）熊本市：運動・文化部活動 参加率（中学生）
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部活動への参加率は年々減少しており、特に運動部活動への参加率は、令和４年度51.2％（平成３０年度比
較：5.9％減）となっています。
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令和4年第3回定例会（9月7日）吉村健治議員（市民連合） 教育長答弁
部活動は、実態としては教員の時間外勤務によって支えられており、少子化が進行していく中で、持続可能な部活動と学校の働き方

改革の両方を実現していくことが求められています。本市においても、生徒数の減少により、一部の部活動で継続困難となったり、試
合に出られなかったりするなどの課題が生じています。また、本市中学校教員の約8割が何らかの形で部活動指導に携わっており、長
時間勤務の大きな要因のひとつとなっているほか、指導経験のない部活動の顧問となった教員については、負担感が非常に大きいもの
となっています。
地域移行を進めるにあたっては、受け皿となる団体等の整備充実、指導者の質・量の確保、施設の確保、大会・指導料・保険のあり

方の整理等、想定される課題が多岐にわたります。例えば、受け皿の整備充実については、運営団体をつくり指導者を派遣する方法の
ほか、総合型地域スポーツクラブや民間事業者が受け入れ先となり運営する方法等が考えられます。
地域人材の活用により、教員以外の担い手を確保することは、長時間勤務の是正につながるほか、指導を望まない教員にとっては負

担感の解消にもつながります。また、指導を希望する教員には兼業の許可を行い、適正な対価を受けることができる仕組みの構築も併
せて検討していきます。

（１）運動・文化環境の改善と教職員の働き方改革
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・部活動の改革は、中学生のための多様な

運動や文化の環境を更に充実させるもので

あり、教職員の働き方改革を推進の役割も

担っている。

・「第２期 学校改革！教職員の時間創造

プログラム」（令和３年３月策定）におい

て、重点的に取り組むこととしている。

・部活動を地域移行する場合は、単に部活動

の実施主体を学校から地域団体等へ移行するも

のではなく、拠点式合同（地域）部活動などの

方法も含め、中学生のための運動や文化の環境

を更に充実させる必要がある。
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熊本市

学校部活動

・人材の派遣
・謝金支払

・部費等から受益者負担を納付

運営団体等の設置
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保護者 ・財政支援
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市民

・人材ﾊﾞﾝｸ登録
・寄付
・ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

地域クラブ活動
総合型地域スポーツクラブ等

勤務時間外に指導を希望する教員や市役所
職員に兼業の許可を行い、適正な対価を受け
取ることができる仕組みの構築を検討

イメージ



（２）地域における運動や文化活動の振興
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・部活動の移行は、中学生のための更なる環境の充実だけでなく、他の世代にとっても地域の運動や文化の環

境の改善につなげていくことが必要であり、これを契機に地域スポーツ・文化活動を振興する。

・部活動の地域移行を進め、地域の運動や文化の環境へ中学生の参画を推進することで、例えば以下のような

効果が期待できる。

・地域における新たな環境の構築を進めるためには、スポー

ツ振興課や文化政策課と教育委員会の担当部署だけでなく、学

校等の関係者も含めた検討会を設置し、実情に応じた様々な方

法を想定しながら、活動の実施主体やスケジュールなどを検討

する必要がある。

・また、環境の整備充実を行うに当たっては、例えば、熊本

市体育協会、総合型地域スポーツクラブや熊本県文化協会など

と協力・協働して取り組む必要があり、学校、行政機関、ス

ポーツ団体や文化団体などがこれまで以上に連携して取り組む

必要がある。

①多様な種目等が提供されることにより、より幅広いニーズに応えられる。

②幅広い世代が参加する地域環境の構築により、生涯を通じた運動や文化習慣作りが促進される。



（３）平日も含めた部活動改革の推進
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・国の提言では、「まずは、休日の活動から段階的に地域移行していくことを」基本とされているが、本市で

は、以下の理由等により、平日も含めた検討を行う。

①平日と休日の指導者が変わり、指導の一貫性の観点から、生徒や保護者が困惑することが想定される。

②休日に大会等が行われることが多く、結局は教員が指導することが想定される。

③平日と休日の実施主体が違う場合、生徒指導面での部員間のトラブルや個人情報であるアレルギー等の

基礎疾患等の情報の連携でミスが発生する恐れがある。

④教育委員会等としても、休日の活動を移行した後、平日の移行について、更なる検討を行わなければな

らない。

令和4年第3回定例会（9月7日）吉村健治議員（市民連合） 教育長答弁
国に対しては、保護者の負担軽減を図るための補助制度の創設や休日だけでなく平日も含めた体制整備等、実現可能性の高い制度設

計に取り組むよう引き続き要望していきます。

検討を行う際は、学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン（案）（令

和４年１１月）に記載されている以下の点についても考慮していく。

「学校部活動は、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師等と

の好ましい人間関係の構築を図り、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、学校と

いう環境における生徒の自主的で多様な学びの場として、教育的意義を有してきた。」

「学校部活動の教育的意義や役割については、地域クラブ活動においても継承・発展させ、新しい価値が創出

されるよう、学校教育関係者等と必要な連携を図りつつ、発達段階やニーズに応じた多様な活動ができる環境を

整えることが必要である。」



令和4年第4回定例会（12月7日）田中誠一議員（熊本自民） 教育長答弁
小学校における部活動の地域移行の進捗状況と課題についてですが、小学校の総合運動部を除く運動部活動数は、地域移行前の平成

30年度の271部から、令和4年度は14部と257部減少しました。その内、52％の133部は総合型地域スポーツクラブ等へ移行しています。
地域移行が進んだことで、地域のスポーツ活動が活性化したり、教員の部活動指導に係る時間や負担感の減少につながったりした効果
がありました。その一方で、自宅近くに希望するスポーツの活動場所がないケースがあることや地域における指導者の不足・高齢化等
が課題としてあがっています。
より詳細に課題の把握を行うため、スポーツ・文化活動に関する保護者、生徒、教員へのアンケートを現在実施しています。
今後、「部活動改革検討委員会」において、小学校部活動の地域移行に係る検証結果を踏まえつつ、教員や保護者、関係団体等と協

議を行い、本市のスポーツ・文化活動の充実と教員の働き方改革の両立に取り組んでいきます。

（４）小学校の部活動の社会体育移行への取り組みについて

17

・平成２９～３０年にかけて小学校にある部活動を社会体育に移行することなどの取り組みについて、その後

の変容や課題などを整理し、中学校の部活動改革へ活用しなければならない。

熊本市立小・中学校「運動部活動の指針」の改定について（平成29年3月）

小学校運動部活動指針改定について（概要版）
児童にとって適切なスポーツ環境を確保するため、小学校の運動部活動について下記の改定を行う。

■ 小学校運動部活動のあり方検討
平成 31 年 4 月の施行に向け、校長、教頭、部活動主任、各部活動担当、体協、総合型地域スポーツ代表、保護者等をメ

ンバーとした運動部活動検討委員会（仮称）を設置し、次の事項の検討・協議を行う。
・既存の運動部活動を現行のまま継続するかもしくは社会体育へ移行するか
・学校運動部活動及び社会体育に移行した場合の運営や指導方針（活動場所、日数、時間等）
※上記の検討にあたっては、子どもの運動の機会の保障を前提としつつ教員の負担軽減の観点にも配慮する。

■ 総合運動部の設置と活動〔H31.4 月までに原則設置〕
運動の習慣化を図り、多くの種類の運動を経験し親しむための「総合運動部」を原則設置する。総合運動部の活動につい

ては、このねらいに鑑みて、活動内容や実施形態を工夫する。

・現時点で把握している課題等については、本会議の参考資料（54ページ～65ページ）に記載。

・令和４年１２月１９日までに実施した部活動アンケート等を分析し、第２回熊本市部活動改革検討委員会に

て報告を予定している。
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検討の方向性
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令和７年度を目途に以下についての検討等を行う

ＳＴＥＰ１
（令和４～５年度）

ＳＴＥＰ２
（令和６年度～）

ＳＴＥＰ３
（令和７年度～）

検討等
【制度設計期間】

考察・準備

【モデル実施期間】

やってみる

【本格実施開始】

受け皿や指導者の確保が
出来た地域や種目等から
移行する

実施体制 学校部活動

学校部活動
拠点式合同部活動

新たな地域クラブ活動

併存

学校部活動
拠点式合同部活動

新たな地域クラブ活動

併存
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今後のスケジュール
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令和４年 12月 第１回検討委員会
・諮問
・委員長、副委員長の選任
・部活動等の現状と課題等について説明

1月 第２回検討委員会
・文科省部活動改革検討委員との意見交換（予定）
・アンケート結果について
・小学校部活動地域移行の検証

2月 第３回検討委員会
・部活動の持続可能な運営主体のあり方について
・地域社会との役割分担や指導者の確保について

3月 第４回検討委員会
・部活動の持続可能な運営主体のあり方について
・地域社会との役割分担や指導者の確保について

5月 第５回検討委員会
・地域移行に伴う経済的負担のあり方について
・その他

第６回検討委員会
・地域移行に伴う経済的負担のあり方について
・その他

9月 第７回検討委員会 運動と文化に分かれて分科会を開催予定

11月 第８回検討委員会 運動と文化に分かれて分科会を開催予定

1月 第９回検討委員会
・部活動の持続可能な運営主体のあり方について
・地域社会との役割分担や指導者の確保について

第１０回検討委員会
・地域移行に伴う経済的負担のあり方について
・その他

熊本市部活動改革検討委員会

報告書中間とりまとめ

報告書とりまとめ

※令和６年４月以降も熊本市部活動改革検討委員会を定期的に開催予定

年　月

令和５年

令和6年

7月

3月



参考資料
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２ 国の動き
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１ 中学校部活動の現状と課題

２ 国の動き

３ 本市の状況

４ 部活動の持続可能な運営主体のあり方について

５ 地域社会との役割分担や指導者の確保について

６ 地域移行に伴う経済負担のあり方について



（１）部活動の意義・問題点

24

中学校学習指導要領(2017年3月改訂､2021年度全面実施) －抜粋－

第１章 総則
第５ 学校運営上の留意事項
１ 教育課程の改善と学校評価，教育課程外の活動との連携等
ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。特に、生徒の自主的，自発的

な参加により行われる部活動については，スポーツや文化，科学等に親しませ，学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵養等，
学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり，学校教育の一環として，教育課程との関連が図られるよう留意す
ること。その際，学校や地域の実態に応じ，地域の人々の協力，社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携な
どの運営上の工夫を行い，持続可能な運営体制が整えられるようにするものとする。

「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（H30 スポーツ庁）（抄）

○ 学校の運動部活動は、・・・体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と教師等と
の好ましい人間関係の構築を図ったり、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、生徒の多様な
学びの場として、教育的意義が大きい。

【意義】
部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われるものであり、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資する

ものであり、学校教育の一環として、学習指導要領に位置付けられた活動である。
部活動に参加する生徒にとっては、スポーツ、芸術文化等の幅広い活動機会を得られるとともに、体力や技能の向上に資

するだけではなく、教科学習とは異なる集団での活動を通じた人間形成の機会でもある。部活動は多様な生徒が活躍できる
場であり、豊かな学校生活を実現する役割を有している。

【問題点】
日本の総人口が減少局面に入り十数年が経過し、中学校生徒数も減少が加速化するなど深刻な少子化が進行しており、部

活動の持続可能性という面で厳しさを増している。
また、部活動は、学校教育の一環として行われる活動であるが、設置・運営は法令上の義務として求められるものではな

く、必ずしも教員が担う必要のない業務と位置付けられている。
教員の勤務を要しない日（休日）の活動を含めて、教員の献身的な勤務によって支えられており、長時間勤務の要因であ

ることや、特に指導経験がない教員には多大な負担となっている。
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（２）熊本市：１中学校当たりの運動・文化部活動の設置数
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運動部活動数は、令和４年度467部（平成３０年度比較：18部減少）となっていますが、文化部活動数は年度に
よって増減があります。
１学校当たり運動部活動についても、年々減少傾向にあります。 再掲



（参考）全国：１中学校当たりの運動部活動の設置数

26出典：運動部活動の地域移行に関する検討会議提言参考資料集



（３）熊本市：運動・文化部当たりの参加人数（中学生）
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運動部活動への参加人数は、令和４年度9,952人（平成３０年度比較：936人【8.6％】減）となっています。
文化部活動への参加人数も、令和４年度2,816人（平成３０年度比較：141人【4.8％】減）となっています。
１文化部当たりの参加人数は、令和４年度25.8人（平成３０年度比較：6.7人減）となっています。

再掲



（参考）全国：運動部当たりの参加人数（中学生）

28出典：運動部活動の地域移行に関する検討会議提言参考資料集



（４）熊本市：運動・文化部活動 参加率（中学生）
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部活動への参加率は年々減少しており、特に運動部活動への参加率は、令和４年度51.2％（平成３０年度比
較：5.9％減）となっている。

再掲



（参考）全国：運動部活動 参加率（中学生）

30出典：運動部活動の地域移行に関する検討会議提言参考資料集



（５）令和4年度熊本市中体連（合同チーム）

31

合同チーム編成及び大会参加の条件

合同する各部は、それぞれの学校の教育活動に運動部として位置づけられており、熊本市中体連会長が、目的・趣旨にてらし、

適正な合同と認められた場合に限り参加を認める。具体的な合同決定の基準は、原則として下記のとおりとする。

（1）チーム編成の方法及び合同として認める学校数

①原則として、学校間の直線距離がより短い学校同士。

②合同を認める校数は2校までとする。ただし、2校で対応できない場合は、その限りではない。

（2）合同編成が認められる競技及び部員数の編成基準

合同編成が認められる競技は7競技とする。バレーボール、サッカー、バスケットボール、軟式野球、ハンドボール、ソフ

トボール、ラグビー。

基準を満たしていない

学校同士で編成

基準と満たしている学

校と満たしていない学

校で編成

部員数の多い学校か

ら満たしていない学校

へ補員協力で編成

計（B）

男子バレー 17 0 1 0 1 5.9%

女子バレー 40 0 0 0 0 0.0%

サッカー 38 0 4 0 4 10.5%

男子バスケットボール 36 0 0 0 0 0.0%

女子バスケットボール 41 0 0 0 0 0.0%

軟式野球 39 1 3 0 4 10.3%

男子ハンドボール 7 0 0 0 0 0.0%

女子ハンドボール 3 0 0 0 0 0.0%

ソフトボール 4 0 1 0 1 25.0%

ラグビー 4 1 1 0 2 50.0%

計 229 2 10 0 12 5.2%

出場チーム数

（A）

合同部活動

割合

（B）/（A）



62.3%

11.1%
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①部活動でしている

②クラブ（スクール）でしている

③複数の部活動でしている

④部活動とクラブ（スクール）両方でしている

⑤活動していない

（６）中学生： R４年度実施 部活動アンケート

32

運動や文化に関わる活動をしていますか。

速報値



（７）中学生・保護者： R４年度実施 部活動アンケート

33

クラブ（スクール）ではなく、部活動に所属している理由を教えてください。

速報値

17.7%

7.9%

39.0%

7.4%

6.3%

3.9%

4.8%

4.5%

3.2%

5.3%

25.0%

12.3%

32.2%

3.0%

11.8%

1.3%

10.2%

0.6%

2.1%

1.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

①授業後すぐに活動を始めることができる

②先生が顧問をするため、安心できる

③同じ中学校の仲間と一緒に活動できる

④どんなクラブ（スクール）があるのか知らない

⑤クラブ（スクール）の活動場所までの移動が困難

⑥クラブ（スクール）の練習についていけるか不安

⑦クラブ（スクール）は部活動より費用がかかる

⑧他の学校の生徒との人間関係が不安

⑨参加できる大会やコンクールなどがクラブ（スクール）とは違う

⑩その他

中学生 保護者



（８）中学生・保護者： R４年度実施 部活動アンケート
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部活動ではなくクラブ（スクール）で活動する理由を教えてください。

速報値

24.3%

20.5%

4.0%

39.6%

11.6%

22.3%

25.9%

2.4%

41.0%

8.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

①部活動よりも専門的な指導を受けたい

②中学校にやりたい種目の部活動がない

③部活動に入ってみたが、自分には合わないと感じた

④小学校からクラブ（スクール）で活動している

⑤その他

中学生 保護者



（９）中学生・保護者： R４年度実施 部活動アンケート
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部活動とクラブ（スクール）両方で活動している理由を教えてください。

速報値

25.7%

10.7%

26.1%

10.8%

26.7%

30.7%

9.6%

39.9%

7.4%

12.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

①やりたい活動が複数あるから

②クラブ（スクール）での活動のサポートのため部活動をしている

③部活動での活動のサポートのためにクラブ（スクール）に所属してい

る

④クラブ（スクール）の活動は週末だけで、平日時間があるから

⑤その他

中学生 保護者



（10）中学生・保護者： R４年度実施 部活動アンケート

36

部活動やクラブ（スクール）での活動で、「もっとこうなったらいいのに」と思うことがあ
れば教えてください。

速報値

9.5%

4.0%

13.9%

8.3%

4.5%

6.3%

8.8%

2.7%

12.2%

3.6%

5.6%

11.6%

3.1%

5.8%

23.4%

4.4%

15.8%

4.9%

4.9%

5.6%

6.3%

3.8%

8.2%

4.1%

1.6%

6.0%

0.6%

10.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

①専門の指導者から教えてもらいたい

②オンラインで、遠くにいる専門家から指導を受けたり、好きな時に動画等を見て自分で練習が

できるようにしてほしい

③初めての人でも気軽に参加できるような、楽しむことを中心とした活動をしたい

④プロを目指すような、競技力や技術の向上を中心とした活動をしたい

⑤色々な種目に挑戦してみたい（複数の部活動やクラブ（スクール）に参加する等）

⑥練習の日数や時間を減らしてほしい

⑦練習の日数や時間を増やしてほしい

⑧試合（練習試合）やコンクール（合同練習会）等の回数を減らしてほしい

⑨試合（練習試合）やコンクール（合同練習会）等の回数を増やしてほしい

⑩朝練を減らしてほしい（したくない）

⑪朝練を増やしてほしい（したい）

⑫もっと大勢の人数で活動したい

⑬もっと少人数で活動したい

⑭その他

中学生 保護者



（11）中学生・保護者： R４年度実施 部活動アンケート

37

部活動にもクラブ（スクール）にも所属していない理由は何ですか。

※中学生には⑤経済的な理由の選択肢はありません

速報値

23.2%

6.7%

10.2%

2.6%

42.4%

14.9%

17.2%

15.5%

7.6%

0.5%

4.0%

36.2%

19.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

①他に取り組んでいることがある

②やりたい部活動やクラブ（スクール）が学校や家の近くにない

③練習や指導についていけるか不安

④どんなクラブ（スクール）があるのか知らない

⑤経済的な理由

⑥やりたいことがない

⑦その他

中学生 保護者
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１ 中学校部活動の現状と課題

２ 国の動き

３ 本市の状況

４ 部活動の持続可能な運営主体のあり方について

５ 地域社会との役割分担や指導者の確保について

６ 地域移行に伴う経済負担のあり方について



「運動部活動の地域移行に関する検討会議提言（スポーツ庁）」（令和4年6月）

「文化部活動の地域移行に関する検討会議提言（文化庁）」（令和4年８月）

（１）部活動改革のこれまでの経緯・取組

39

「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（平成30年3月）

生徒の望ましいスポーツ環境を構築する観点に立ち、運動部活動がバランスのとれた心身の成長等を重視し、地域、学校、
競技種目等に応じた多様な形で、最適に実施されることを目指す。
生徒のスポーツ環境の充実の観点から、学校や地域の実情に応じて、スポーツ団体、保護者、民間事業者等の協力の下、

学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ環境整備を進める。

「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校の働き方改
革に関する総合的な方策について」（中教審答申：平成31年1月）抜粋

特に、中学校における教師の長時間勤務の主な要因の一つである部活動については、地方公共団体や教育委員会が、学校
や地域住民と意識共有を図りつつ、地域で部活動に代わり得る質の高い活動の機会を確保できる十分な体制を整える取組を
進め、環境を整えた上で、将来的には、部活動を学校単位から地域単位の取組にし、学校以外が担うことも積極的に進める
べきである。

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案
に対しる付帯決議」（衆・令和元年11月、参・12月）抜粋

政府は、教育職員の負担軽減を実現する観点から、部活動を学校単位から地域単位の取組とし、学校以外の主体が担うこ
とについて検討を行い、早期に実現すること。

「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」（令和2年9月）抜粋

休日の部活動における生徒の指導や大会の引率については、学校の職務として教師が担うのではなく地域の活動として地
域人材が担うこととし、地域部活動を推進するための実践研究を実施する。その成果を基に、令和5年度以降、休日の部活
動の段階的な地域移行を図るとともに、休日の部活動の指導を望まない教師が休日の部活動に従事しないこととする。



（２）運動部活動の地域移行に関する検討会議提言のポイント

40

・令和５年度から段階的に移行。令和７年度末までに全都道府県で達成を目指す

・移行先は、総合型スポーツクラブ、プロスポーツチーム、大学など

・指導者には資格取得や研修の実施を促進する

・地域単位でも大会に参加できるように資格や条件の見直しを求める

・費用については保護者の大きな負担とならないように配慮が必要

・休日の移行がおおむね達成された後、平日の移行も進めることを想定

少子化により選択肢が狭まる部活動の多様なかたちを確保し、教員の負担を軽減することを目指す

目指す姿

〇少子化の中でも、将来にわたり我が国の子供たちがスポーツに継続して親しむことができる機会を確保。

このことは、学校の働き方改革を推進し、学校教育の質も向上。

〇スポーツは、自発的な参画を通して「楽しさ」「喜び」を感じることに本質。

自己実現、活力ある社会と絆の強い社会創り。部活動の意義の継承・発展、新しい価値の創出。

〇地域の持続可能で多様なスポーツ環境を一体的に整備し、子供たちの多様な体験機会を確保。

（スポーツ団体等の組織化、指導者や施設の確保、複数種目等の活動も提供）
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（３）「未来のブカツ」ビジョン（経済産業省）

44



45



46



（４）学校部活動および新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン（案）

47

スポーツ庁と文化庁は2022年11月16日、運動部活動と文化部活動を一本化した「学校部活動および新たな
地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン（案）」を公表した。12月16日までパブリックコ
メント（意見公募手続）を実施し、広く意見を募集。
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１ 中学校部活動の現状と課題

２ 国の動き

３ 本市の状況

４ 部活動の持続可能な運営主体のあり方について

５ 地域社会との役割分担や指導者の確保について

６ 地域移行に伴う経済負担のあり方について



（１）熊本市：公立中学校の数と生徒数の推移

50

令和元年度に18,932人（平成２２年度比較：1,681人【8.2％】減）まで減少しましたが、ほぼ横ばいの状況で
す。
（平成２２年の生徒数等の増は、植木町及び城南町との合併に伴うもの）
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（参考）全国：公立中学校の数と生徒数の推移

51出典：運動部活動の地域移行に関する検討会議提言参考資料集



（２）熊本市：少子化・人口減少の加速化

52出典：日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）国立社会保障・人口問題研究所
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日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）の平成３０（2018）年推計では、
１０～１４歳、2045年度には29,973人となっており、2015年（H27年）と比較すると5,300人
【15％】減少していく推計となっています。

再掲



（参考）全国：少子化・人口減少の加速化

53出典：運動部活動の地域移行に関する検討会議提言参考資料集



熊本市立小・中学校「運動部活動の指針」の改定について（平成29年3月）

小学校運動部活動指針改定について（概要版）
児童にとって適切なスポーツ環境を確保するため、小学校の運動部活動について下記の改定を行う。

■ 小学校運動部活動のあり方検討
平成 31 年 4 月の施行に向け、校長、教頭、部活動主任、各部活動担当、体協、総合型地域スポーツ代表、保護者等をメ

ンバーとした運動部活動検討委員会（仮称）を設置し、次の事項の検討・協議を行う。
・既存の運動部活動を現行のまま継続するかもしくは社会体育へ移行するか
・学校運動部活動及び社会体育に移行した場合の運営や指導方針（活動場所、日数、時間等）
※上記の検討にあたっては、子どもの運動の機会の保障を前提としつつ教員の負担軽減の観点にも配慮する。

■ 総合運動部の設置と活動〔H31.4 月までに原則設置〕
運動の習慣化を図り、多くの種類の運動を経験し親しむための「総合運動部」を原則設置する。総合運動部の活動につい

ては、このねらいに鑑みて、活動内容や実施形態を工夫する。

■ 活動日、活動時間、練習試合〔H31.4 施行〕
活動日：週３日以内 休養日：週４日以上 土曜、日曜、祝日は原則休養日とする。特に第 1 日曜は一切活動しない
活動時間：準備及び後片付けを含む （平日）１時間３０分以内 （休日※）２時間程度
練習試合 （範囲）市域内（回数）大会と合わせて月２回以内
※土日祝日の活動時間は必要がある場合

■ 大会への参加〔H31.4 施行〕
(1) 小学校体育連盟の主催又は共催の大会ならびに市の主催事業のみに参加できることとする。
(2) 小学校の運動部活動は、社会体育の大会への出場は行わないこととする。

■ 小学校運動部活動の社会体育への移行について
教育委員会は関係部局と連携し、指導者に関する情報提供の仕組みづくりや学校施設を利用する場合の許可基準の整理等

に取り組むとともに、社会体育に移行した先行事例の紹介や課題解決に向けた相談・助言など移行に向けた取組を支援する。

（３）小学校部活動の地域移行について

54

「児童生徒のための運動部活動及びスポーツ活動の基本方針（熊本県）」（平成27年3月）

基本方針１ 小学校の運動部活動は社会体育へ移行する
（3）社会体育への移行期間
平成27年度から社会体育移行に向けた検討を開始し、移行準備が整った地域、学校、種目から順次移行を進める。また、

移行期間を4年間とし、平成30年度末には、各市町村において社会体育移行が達成できるようにする。



（４）小学校部活動の現状
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部数及び部員数ともに年々減少しています。
部数は、令和４年度90部（平成29年度比較：279部【76％】減）となっています。
部員数も、令和４年度3,162人（平成29年度比較：5,984人【65％】減）となっています。
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加入率も年々減少しており、令和４年度15.4％（平成29年度比較：28.1％減）となっている。

9,146 

7,638 

4,261 
3,578 3,449 3,162 

43.5%

37.1%

20.7%

17.4% 16.7%
15.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4

小学校運動部活動部員数及び加入率

部員数計 加入率



57

330 

271 

91 
65 

37 14 39 48 
69 61 72 76 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

0

50

100

150

200

250

300

350

H29 H30 R1 R2 R3 R4

小学校運動部活動（単一部・総合運動部の推移）

単一部 総合運動部 単一部部員数 総合運動部員数

単一部部活動数については、年々減少傾向にありますが、総合運動部数は増加しています。
単一部活動の部員数は、大幅に減少しています。
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51

52

53

54

55

56

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和３年度

体力合計点の推移

小学５年男子

（全国）

小学５年男子

（熊本市）

小学５年女子

（全国）

小学５年女子

（熊本市）

出典：全国体力テスト（スポーツ庁）

体力合計点は、小学５年男女ともに前回調査の数値を下回った。男子は、現行方式で調査を始めた2008年度以
降、最も低くなっています。スポーツ庁は、新型コロナウイルスの影響で子どもの体力低下に拍車がかかった
とみています。

体力合計点：８種目（握力・上体起こし・長座体前屈・反復横とび・20ｍシャトルラン・50ｍ走・立ち幅と
び・ソフトボール投げ）を点数化し合計したもの
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小学５年生男子 体力合計点の推移

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和３年度
60出典：全国体力テスト（スポーツ庁）

政令市における熊本市の順位の推移
平成29年度：9位/20市 平成30年度：9位/20市 令和元年度：7位/20市 令和3年度：6位/19市（北九州市除く）
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51
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55
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57
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59

小学５年生女子 体力合計点の推移

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和３年度

政令市における熊本市の順位の推移
平成29年度：7位/20市 平成30年度：8位/20市 令和元年度：7位/20市 令和3年度：5位/19市（北九州市除く）



（５）中学校保護者： R４年度実施 部活動アンケート

62

お子さんが小学生時代の部活動のことについてお聞きします。お子さんが小学生だった時に、

サッカー部や吹奏楽部など、単一種目の部活動に参加していましたか。（総合運動部は除き

ます）

速報値

45.3%
54.7%

部活動に参加していた 部活動に参加していなかった



（６）中学校保護者： R４年度実施 部活動アンケート
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平成29年度から令和元年度にかけて、多くの小学校で部活動を地域での活動に移行しました

が、お子さんが小学校に在学している間に、参加していた部活動が地域の活動に移行しまし

たか。

速報値

36.4%

14.1%

4.8%

32.6%
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③部活動はなくなり、その代わりとなる地域で活動する場もできなかった

④そのまま部活動が残った

⑤覚えていない又はわからない



（７）中学校保護者： R４年度実施 部活動アンケート
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平成29年度から令和元年度にかけて、多くの小学校で部活動を地域での活動に移行した時に、

お子さんの活動の状況はどうなりましたか。

速報値
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①学校の別の部活動に入った

②総合運動部ができたので、そちらで活動した

③クラブに入った

④参加できる活動がなかったので、何もしなかった

⑤その他



（８）中学校保護者： R４年度実施 部活動アンケート

65

部活動がなくなった後のお子さんについて、どのように感じましたか。

速報値

27.7%
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2.0%

18.9%

26.5%

8.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

①運動する機会が減った

②文化活動に参加する機会が減った

③体力が落ちたように感じた

④新しい種目に挑戦して生き生きとしていた

⑤民間クラブや総合運動部での活動を楽しんでいた

⑥特に目立った変化はなかった

⑦その他



（９）熊本市総合型地域スポーツクラブについて
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クラブ名 設立日

1 日吉地域総合型スポーツクラブ H13.10.4

2 NPO法人 桜木ふれあいスポーツクラブ H13.12.16

3 ほくぶ総合スポーツクラブ H15.10.4

4 龍田地域なかよしスポーツクラブ H15.10.13

5 長嶺地域スポーツクラブ H15.11.3

6 川尻スポーツクラブ H18.4.1

7 花園スポーツクラブ H18.4.16

8 東部地域総合型スポーツクラブ H18.4.30

9 NPO法人 スポレク・エイト H18.5.7

10 天明総合スポーツクラブ H18.5.27

11 城北スポーツクラブ H19.3.25

12 帯山地域スポーツクラブ H19.4.1

13 エス・エス・月出 H19.4.1

14 御幸スポーツクラブ H20.2.24

15
NPO法人 u&uＮスポ植木

※H22.3合併により加入
H20.3.20

16 あきた総合型スポーツクラブ H20.6.1

17 託麻西校区総合型スポーツクラブ H20.6.25

18 くまもと城南スポーツクラブ H22.6.1

19 田迎地域スポーツクラブ H27.2.11

20 火の君スポーツクラブ H27.2.22

21 NPO法人とみあい総合型クラブ R1.11.19

22 にしばる倶楽部設立準備委員会 設立準備中

23 画図人（準備委員会） 設立準備中
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男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

1 日吉地域総合型スポーツクラブ 5 0 5 99 58 157 18 15 33 182 139 321 516

2 NPO法人桜木ふれあいスポーツクラブ 3 1 4 150 60 210 72 26 98 81 52 133 445

3 ほくぶ総合スポーツクラブ 2 0 2 110 113 223 25 41 66 146 101 247 538

4 龍田地域なかよしスポーツクラブ 2 0 2 99 32 131 10 18 28 27 52 79 240

5 長嶺地域スポーツクラブ 0 0 0 49 27 76 2 13 15 57 79 136 227

6 川尻スポーツクラブ 0 1 1 60 35 95 11 7 18 47 39 86 200

7 花園スポーツクラブ 0 0 0 55 37 92 8 5 13 52 40 92 197

8 東部地域総合型スポーツクラブ 6 7 13 275 204 479 65 25 90 214 208 422 1,004

9 NPO法人 スポレク・エイト 3 1 4 85 85 170 64 12 76 146 140 286 536

10 天明総合スポーツクラブ 7 1 8 111 18 129 9 4 13 43 30 73 223

11 城北スポーツクラブ 3 0 3 47 35 82 6 26 32 37 48 85 202

12 帯山地域スポーツクラブ 0 0 0 109 50 159 7 4 11 52 71 123 293

13 エス・エス・月出 0 0 0 30 31 61 0 0 0 30 27 57 118

14 御幸スポーツクラブ 0 0 0 67 24 91 2 7 9 25 40 65 165

15 NPO法人 u&uＮスポ植木 22 17 39 194 86 280 59 3 62 60 43 103 484

16 あきた総合型スポーツクラブ 6 0 6 75 24 99 4 5 9 43 33 76 190

17 託麻西校区総合型スポーツクラブ 0 0 0 112 54 166 6 5 11 49 38 87 264

18 くまもと城南スポーツクラブ 0 0 0 37 32 69 12 1 13 16 29 45 127

19 田迎地域スポーツクラブ 0 0 0 25 17 42 0 0 0 10 2 12 54

20 火の君スポーツクラブ 4 5 9 85 30 115 0 0 0 22 48 70 194

21 NPO法人とみあい総合型クラブ 7 7 14 131 102 233 30 15 45 56 67 123 415

70 40 110 2,005 1,154 3,159 410 232 642 1,395 1,326 2,721 6,632

小学生 中学生 一般(高校生含)

合計

熊本市総合型地域スポーツクラブ会員数　令和3年12月末現在

設立順 団　　体　　名 合計
未就学児



68

小学校名

1 日吉地域総合型スポーツクラブ 日吉小学校 野球 バレーボール

桜木小学校 野球 サッカー バスケットボール

桜木東小学校 バスケットボール サッカー バドミントン

西里小学校 バスケットボール

北部東小学校 野球 バスケットボール

4 龍田地域なかよしスポーツクラブ 龍田小学校 サッカー

託麻南小学校 バスケットボール

長嶺小学校 野球

6 川尻スポーツクラブ 川尻小学校 バレーボール

7 花園スポーツクラブ 花園小学校 野球 サッカー バスケットボール

若葉小学校 バドミントン

尾ノ上小学校 バレーボール

東町小学校 バレーボール バスケットボール バドミントン 野球

健軍東小学校 サッカー バレーボール バスケットボール バドミントン

城山小学校 卓球

中島小学校 バレーボール

11 城北スポーツクラブ 城北小学校 野球 サッカー バスケットボール バレーボール

13 エス・エス・月出 月出小学校 サッカー バレーボール バスケットボール 野球

14 御幸スポーツクラブ 御幸小学校 バスケットボール

16 あきた総合型スポーツクラブ 飽田東小学校 野球 剣道

17 託麻西校区総合型スポーツクラブ 託麻西小学校 野球 サッカー バスケットボール バレーボール

18 くまもと城南スポーツクラブ 城南小学校 バスケットボール

杉上小学校 バレーボール

豊田小学校 野球

21 NPO法人とみあい総合型クラブ 富合小学校 野球 サッカー ミニバスケットボール バレーボール

22 にしばる倶楽部準備委員会 西原小学校 野球 剣道 バレーボール

20

熊本市総合型地域スポーツクラブ　社会体育移行受け皿一覧

クラブ名

火の君スポーツクラブ

Ｒ3.12月現在

2

3

5

8

9

長嶺地域スポーツクラブ

東部地域総合型スポーツクラブ

スポレク・エイト

引き受けた部活動種目

桜木ふれあいスポーツクラブ

ほくぶ総合スポーツクラブ
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１ 中学校部活動の現状と課題

２ 国の動き

３ 本市の状況

４ 部活動の持続可能な運営主体のあり方について

５ 地域社会との役割分担や指導者の確保について

６ 地域移行に伴う経済負担のあり方について



（１）休日の地域移行における運営形態の類型例のイメージ

70出典：運動部活動の地域移行等に関する実践研究事例集

類型例
運営形態

区分 運営例

市
区
町
村
運
営
型

地域団体・人材活用型
（P71）

市区町村教委が地域の団体（地域スポーツ団体や地元企業、大学等）や地域の指
導者と連携し、運営する形で実施

任意団体設立型
（P72）

市区町村が任意団体（一般社団法人や協議会等）を創設し、任意団体が運営する
形として実施

競技団体連携型
（P73）

市区町村が競技団体と連携して運営する形として実施

地
域
ス
ポ
ー
ツ
団
体
等
運
営
型

総合型地域
スポーツクラブ運営型

（P74）
総合型地域スポーツクラブが運営する形として実施

体育・スポーツ協会運営型
（P75）

体育・スポーツ協会が運営する形として実施

民間スポーツ事業者運営型
（P76）

民間スポーツ事業者が運営する形として実施

そ
の
他

その他の類型
（P77）

学校と関係する団体や地域学校協働本部等が運営する形として実施



【市区町村運営型】地域団体・人材活用型

71出典：運動部活動の地域移行等に関する実践研究事例集

市区町村が運営事務局とな

り、地域団体・人材と連携

市区町村が運営事務局となり、

コーディネーターが地域の団体

（地域スポーツ団体や地元企業、

大学等）や地域のスポーツ指導

者に協力を依頼するほか、学校

や地域の団体等との連絡調整や

活動場所の利用調整などを行う。

なお、コーディネーターの配置

については、多様なバリエー

ションがあり得る。

運営事務局は、地域の団体等

と連携し、例えば、地域の団体

に所属するコーチやアスリート

に指導の依頼を行ったり、公認

スポーツ指導者、退職教師、兼

職兼業の教師、保護者、大学生

等の地域のスポーツ指導者に依

頼を行うなど、指導者等を活動

場所に派遣する。



【市区町村運営型】任意団体設立型

72

市区町村が任意団体を創設

し、当該事務局が地域や中

学校等と連携

一般社団法人や協議会等から

なる任意団体を教育委員会が創

設し、コーディネーターが指導

者の調整、中学校等との連絡調

整、活動場所の利用調整などを

行う。なお、コーディネーター

の配置については、多様なバリ

エーションがあり得る。

運営事務局は、地域の指導者

である、例えば、公認スポーツ

指導者や退職教師、兼職兼業の

教師、保護者、大学生等の地域

のスポーツ指導者に依頼を行い、

指導者として派遣する。

出典：運動部活動の地域移行等に関する実践研究事例集



【市区町村運営型】競技団体連携型

73

市区町村が運営事務局とな

り、競技団体と連携

市区町村が運営事務局となり、

コーディネーターと連携し、地

域の競技団体に協力を依頼する。

運営事務局が学校や競技団体等

との連絡調整や活動場所の利用

調整などを行う。なお、コー

ディネーターの配置については、

多様なバリエーションがあり得

る。

公認スポーツ指導者や退職教

師、兼職兼業の教師、保護者、

大学生等の地域のスポーツ指導

者が、競技団体に所属して指導

を行う。

出典：運動部活動の地域移行等に関する実践研究事例集



【地域スポーツ団体等運営型】総合型地域スポーツクラブ運営型

74

総合型地域スポーツクラブ

が運営事務局として、地域

や中学校等と連携

市内の一部地域において、総

合型地域スポーツクラブが運営

事務局となり、コーディネー

ターが指導者の調整、中学校等

との連絡調整、活動場所の利用

調整などを行う。なお、コー

ディネーターの配置については、

多様なバリエーションがあり得

る。

公認スポーツ指導者や退職教

師、兼職兼業の教師、保護者、

大学生等の地域のスポーツ指導

者が、総合型地域スポーツクラ

ブに所属して指導を行う。

出典：運動部活動の地域移行等に関する実践研究事例集



【地域スポーツ団体等運営型】体育・スポーツ協会運営型

75

体育・スポーツ協会が運営

事務局として、地域や中学

校等と連携

体育・スポーツ協会が運営事

務局となり、コーディネーター

が指導者の調整、中学校等との

連絡調整、活動場所の利用調整、

地域のスポーツ団体等との連絡

調整などを行う。なお、コー

ディネーターの配置については、

多様なバリエーションがあり得

る。

体育・スポーツ協会は、地域

の指導者である、例えば、公認

スポーツ指導者や退職教師、兼

職兼業の教師、保護者、大学生

等の地域のスポーツ指導者に依

頼を行い、指導者として派遣す

る。

出典：運動部活動の地域移行等に関する実践研究事例集



【地域スポーツ団体等運営型】民間スポーツ事業者運営型

76

民間スポーツ事業者が運営

事務局として、地域や中学

校等と連携

民間スポーツ事業者が運営事

務局となり、コーディネーター

が指導者の調整、中学校等との

連絡調整、活動場所の利用調整

などを行う。なお、コーディ

ネーターの配置については、多

様なバリエーションがあり得る。

公認スポーツ指導者やスポー

ツ推進委員、退職教師、兼職兼

業の教師、保護者、大学生等の

地域のスポーツ指導者が民間ス

ポーツ事業者に所属して指導を

行う。

出典：運動部活動の地域移行等に関する実践研究事例集



【その他】その他の類型

77

地域学校協働本部や保護者

会等を事務局として連携

地域学校協働本部や保護者会

等が運営事務局となり、コー

ディネーターが指導者の調整、

中学校等との連絡調整、活動場

所の利用調整などを行う。なお、

コーディネーターの配置につい

ては、多様なバリエーションが

あり得る。

運営事務局は、地域の指導者

である、例えば、退職教師や保

護者を中心に、地域の公認ス

ポーツ指導者や大学生等の地域

のスポーツ指導者に依頼し、指

導者を派遣する。

出典：運動部活動の地域移行等に関する実践研究事例集



（２）現在の学校部活動

78

○学校教育の一環（教育課程外）として、校長の指揮監督下で実施。

○部活動指導員や外部指導者が配置されている部も一部あるが、８割以上の部活動で教員のみ

が指導にあたっており、長時間勤務の大きな要因のとなっているほか、専門外種目の指導にあ

たる教員には大きな負担となっている。

校長

教員 部活動指導員

A学校

校長

教員

B学校

外部指導者

指導者
当該校の教員
部活動指導員
外部指導者

参加者 当該校の生徒

場所 当該校の施設

費用 用具、交通費等の実費

補償 災害共済給付



（３）地域団体（実施（運営）主体）の課題

79

【当面の課題】

①実施（運営）主体となる既存団体と中学校等との連携構築が必要

②既存の総合型地域スポーツクラブでさえ廃止されるものがある（スタッフの高齢化等）

③既存団体の数や指導者数、活動場所の把握が必要

④学校施設等の公有施設を含め、利用できる環境の確保が必要（音楽室等）

総合型地域
スポーツクラブ

拠点式合同（地域）
部活動

クラブチーム
プロスポーツチーム

フィットネスクラブ
大学等

民間事業者

文化関係
（熊本県文化協会）



（４）拠点式合同部活動モデル（案） （湖東・東野・東町）

80

中学校運動部（湖東・東野・東町）

約２ｋｍ

約２ｋｍ

約１ｋｍ
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部員数 専門教員 外部 部員数 専門教員 外部 部員数 専門教員 外部 部員数 専門教員 外部

湖東 10 1 0 湖東 17 1 0 湖東 15 1 0 湖東 13 1 0

東野 23 0 0 東野 8 1 1 東野 16 2 0 東野 6 1 0

東町 8 1 1 東町 24 1 0 東町 8 1 1 東町 19 1 0

計 41 2 1 計 49 3 1 計 39 4 1 計 38 3 0

土曜日の練習等を輪番制で行う

部員数 専門教員 外部 部員数 専門教員 外部 部員数 専門教員 外部 第１週 湖東 東野

湖東 24 2 0 湖東 20 1 0 湖東 12 2 1 第２週 東野 東町

東野 18 0 0 東野 5 1 0 東野 10 0 0 第３週 東町 湖東

東町 25 1 0 東町 0 0 0 東町 14 1 1 第４週 湖東 東野

計 67 3 0 計 25 2 0 計 36 3 2

部員数 専門教員 外部 部員数 専門教員 外部 部員数 専門教員 外部

湖東 24 2 0 湖東 0 0 0 湖東 13 1 0

東野 13 1 1 東野 0 0 0 東野 13 2 0

東町 15 1 0 東町 19 2 0 東町 13 1 1

計 52 4 1 計 19 2 0 計 39 4 1

部員数 専門教員 外部 部員数 専門教員 外部 部員数 専門教員 外部

湖東 0 0 0 湖東 10 2 0 湖東 12 1 1

東野 22 0 1 東野 3 1 0 東野 9 1 0

東町 23 1 0 東町 4 2 0 東町 0 0 0

計 45 1 1 計 17 5 0 計 21 2 1

東町中体育館（半面）

男子バスケットボール

東野中体育館

女子バスケットボール

湖東中体育館

各中学校テニスコート 東町中学校体育館（半面） 東野中グラウンド

サッカー

湖東中グラウンド

↓

東野中武道場 湖東中ハンドボールコート 各中学校テニスコート

女子ソフトテニス バドミントン 野球

卓球 ハンドボール 男子ソフトテニス

女子バレー

陸上 剣道 水泳

東町中グラウンド 湖東中武道場 湖東中体育館

各中学校を拠点として活動を

行う。

教員は輪番制とし、負担軽減

を図る。

部活動指導員を拡充する。



（５）部活動指導員の配置状況

82
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令和３年度 熊本市 相模原市 新潟市 仙台市 堺市 川崎市 北九州市 静岡市 浜松市 札幌市 さいたま市 千葉市 福岡市 岡山市 京都市 広島市 大阪市 名古屋市 神戸市 横浜市

部活動指導員数 5 6 14 14 18 22 25 32 44 45 51 55 75 104 145 161 234 237 273 464

中学校数 42 35 56 64 43 52 62 43 49 98 58 55 69 38 73 62 130 110 82 146

中学校１校当たり 0.1 0.2 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 0.7 0.9 0.5 0.9 1.0 1.1 2.7 2.0 2.6 1.8 2.2 3.3 3.2

5 6

14 14 18 22 25 32 44 45 51 55
75

104
145 161

234 237
273

464

0.1

3.3

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

令和３年度部活動指導員配置数（政令指定都市）

部活動指導員数 中学校１校当たり
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１ 中学校部活動の現状と課題

２ 国の動き

３ 本市の状況

４ 部活動の持続可能な運営主体のあり方について

５ 地域社会との役割分担や指導者の確保について

６ 地域移行に伴う経済負担のあり方について



（１）中学校教員： R４年度実施 部活動アンケート

85

部活動を担当していますか。

速報値

83.7%

16.3%

している していない



（２）中学校教員： R４年度実施 部活動アンケート

86

平日の部活動従事業務で負担と思う項目を教えてください。

速報値

24.2%

18.6%

14.3%

15.7%

3.7%

7.0%

11.4%

5.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

①練習指導

②部員の生徒指導

③保護者会との連絡調整

④部員保護者対応

⑤外部指導者等への連絡

⑥顧問-副顧問での連携

⑦特になし

⑧その他



（３）中学校教員： R４年度実施 部活動アンケート

87

土日等の部活動従事業務で負担と思う項目を教えてください。

速報値

18.8%

11.5%

9.3%

10.5%

11.9%

9.1%

8.9%

9.3%

2.1%

3.9%

4.6%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0%

①土日の出勤自体が負担

②練習指導

③部員の生徒指導

④練習試合（地域行事）の引率、指導

⑤大会（コンクール）の引率、指導

⑥大会（コンクール）の運営、審判等

⑦保護者会との連絡調整

⑧部員保護者対応

⑨外部指導者等への連絡

⑩顧問-副顧問での連携

⑪その他



（４）小・中学校教員： R４年度実施 部活動アンケート

小学校 中学校

88

現在、文部科学省・スポーツ庁・文化庁で、中学校の部活動を学校単位の取組から地域単位

の取組に移行することが検討されていることを知っていますか。

速報値

88.3%

11.7%

知っている 知らない

97.1%

2.9%

知っている 知らない



（５）小・中学校教員： R４年度実施 部活動アンケート

小学校 中学校

89

平日も含め部活動が地域に移行した場合、勤務時間外に兼職兼業が認められ、報酬が支払わ

れる制度を検討しています。報酬が支払われるなら、地域移行後も指導したいと思いますか。

速報値

12.1%
0.9%

87.0%

報酬が支払われて、専門種目が指導できるなら、指導を

したい

報酬が支払われるなら、専門種目が指導できなくても、指

導をしたい

報酬が支払われても、指導したくない

35.3%

2.6%
62.1%

報酬が支払われて、専門種目が指導できるなら、指導を

したい

報酬が支払われるなら、専門種目が指導できなくても、指

導をしたい

報酬が支払われても、指導したくない



（６）小・中学校教員： R４年度実施 部活動アンケート

小学校 中学校

90

報酬が支払われるなら指導してもよいと答えた人にお聞きします。部活動が地域移行して、

平日も勤務時間外に従事した場合、報酬がいくら支給されれば指導してもよいと考えますか。

速報値

時給900

円, 3.4%

時給

1,000円, 

21.1%

時給

1,250円, 

17.2%
時給

1,500円, 

26.5%

時給

1,750円, 

2.9%

時給

2,000円

以上, 

28.9%

時給900

円, 4.6%

時給

1,000円, 

17.9%

時給

1,250円, 

11.6%

時給

1,500円, 

26.9%

時給

1,750円, 

2.9%

時給

2,000円

以上, 

36.1%
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１ 中学校部活動の現状と課題

２ 国の動き

３ 本市の状況

４ 部活動の持続可能な運営主体のあり方について

５ 地域社会との役割分担や指導者の確保について

６ 地域移行に伴う経済負担のあり方について



（１）中学校保護者： R４年度実施 部活動アンケート

92

お子さんが所属している部活動で、定期的に支払う部費以外に、遠征費な
ど不定期に発生する費用がある場合は、年間でどの程度負担があるか教え
てください。

速報値

42.5%

10.8%

10.5%

2.5%

0.8%

32.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

①5,000円以下

②5,001円～10,000円

③10,001円～30,000円

④30,001円～50,000円

⑤50,001円以上

⑥全て部費に含まれている



（２）中学校保護者： R４年度実施 部活動アンケート

93

お子さんが所属しているクラブ（スクール）に、会費として定期的に支
払っている費用負担額は、一月当たりどの程度ですか。

速報値

5.8%

15.7%

17.9%

36.6%

21.1%

2.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

①1,000円以下

②1,001円～3,000円

③3,001円～5,000円

④5,001円～10,000円

⑤10,001円～20,000円

⑥20,001円以上



（３）中学校保護者： R４年度実施 部活動アンケート

94

お子さんが所属しているクラブ（スクール）に、会費として定期的に支
払っているもの以外に、遠征費など不定期に発生する費用は、年間どの程
度ですか。

速報値

26.0%

11.0%

17.2%

11.6%

22.0%

12.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

①5,000円以下

②5,001円～10,000円

③10,001円～30,000円

④30,001円～50,000円

⑤50,001円以上

⑥全て部費に含まれている



（４）中学校保護者： R４年度実施 部活動アンケート

95

現在の学校部活動は、先生が学校の施設を使って指導しているため、指導料が発生せず比較
的安い部費で実施しています。今後、部活動指導員の拡充、合同部活動、人材バンクをつく
り指導者を派遣する方法、総合型スポーツクラブや民間事業者が受入先となる等の方法が考
えられます。そのような活動に参加する場合、毎月の会費としていくらまでの負担なら許容
できますか。

速報値

16.2%

27.5%

32.4%

4.1%

17.0%

0.8%

0.6%

0.6%

0.3%

0.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

①月1,000円以下

②月2,000円程度

③月3,000円程度

④月4,000円程度

⑤月5,000円程度

⑥月6,000円程度

⑦月7,000円程度

⑧月8,000円程度

⑨月9,000円程度

⑩月10,000円以上



（参考）全国：地域スポーツに参加するための費用

96出典：運動部活動の地域移行に関する検討会議提言参考資料集



（５）熊本市：総合型地域スポーツクラブの会費（令和4年7月末）

97

（単位：円）

幼児 小学生 中学生 高校生 大学生以上 シニア

1 日吉地域総合型スポーツクラブ 500

2 NPO法人桜木ふれあいスポーツクラブ 500 3,000 3,000 3,000 7,500 7,500 7,500

3 ほくぶ総合スポーツクラブ 500 4,000 4,000 5,000 5,000 5,000 5,000

4 龍田地域なかよしスポーツクラブ 500 2,500 2,500 2,500 3,000 5,000 3,000

5 長嶺地域スポーツクラブ 500 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 3,000

6 川尻スポーツクラブ なし 3,600 3,600 3,600 3,600 6,000 4,800

7 花園スポーツクラブ なし 4,000 4,000 4,000 5,000 5,000 4,000

8 東部地域総合型スポーツクラブ 500 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 4,000

9 NPO法人 スポレク・エイト なし 6,000 6,000 6,000 6,000 11,000 8,000

10 天明総合スポーツクラブ 500 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 3,000

11 城北スポーツクラブ 500 5,000 5,000 5,000 7,000 7,000 7,000

12 帯山地域スポーツクラブ 500 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 4,000

13 エス・エス・月出 3900

14 御幸スポーツクラブ 500 3,600 3,600 3,600 4,800 6,000 4,800

15 NPO法人 u&uＮスポ植木 なし 5,000 6,000 6,000 10,000 10,000 9,000

16 あきた総合型スポーツクラブ なし 3,600 3,600 3,600 3,600 6,000 4,800

17 託麻西校区総合型スポーツクラブ 500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,000 4,000

18 くまもと城南スポーツクラブ 500 3,600 3,600 3,600 6,000 6,000 4,800

19 田迎地域スポーツクラブ 1000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 5,000

20 火の君スポーツクラブ 500 5,000 5,000 5,000 8,000 8,000 6,000

21 NPO法人とみあい総合型クラブ なし 4,000 4,000 4,000 7,000 7,000 6,500

個人5,000　ファミリー10,000

100～2,000

団　　体　　名 入会金
年会費



（参考）全国：総合型地域スポーツクラブの会費

98出典：運動部活動の地域移行に関する検討会議提言参考資料集


